
令和２年度 第１回 愛西市行政不服審査会 議事次第 

 

日 時：令和２年８月３日（月）午後２時から 

場 所：愛西市役所 北館 ２階 会議室２-１ 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 議事 

（１） 行政不服審査会の事務について 

 

 

 

（２） その他 

 

 

 

 

３ 閉会 

 

 

 

【配布資料】 

資料１ よくわかる 行政不服審査制度（冊子） 

資料２ 審査請求手続きの流れ 



 

愛西市行政不服審査会委員名簿 

 

 

（五十音順・敬称略） 

氏  名 任期 備 考 

浅井
あ さ い

 裕
ひろ

久
ひさ

 
令和元年6月1日から 

令和4年5月31日 

 H24.6.7～ 

愛西市固定資産評価審査委員

会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

安
あ だ ち

  清
きよし

 
令和元年6月1日から 

令和4年5月31日 

H25.6.17～ 

愛西市固定資産評価審査委員

会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

飯田
い い だ

十
と

志
し

博
ひろ

 
令和元年6月1日から 

令和4年5月31日 

元市職員 

H26.4.1～ 

愛西市情報公開審査会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

杦
すぎ

田
た

 勝彦
かつひこ

 
令和元年6月1日から 

令和4年5月31日 

弁 護 士 

H25.8.21～ 

愛西市情報公開審査会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

弓削
ゆ げ

  恵
めぐみ

 
令和元年6月1日から 

令和4年5月31日 

税 理 士 

H17.4.1～ 

愛西市情報公開審査会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 
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